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【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  18/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  18/20    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０２Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月19日(2007.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　この後にスルファミン酸ニッケルめっき液により１μｍ厚のＮｉめっきを行うことで電
解めっき膜４８を形成した後、樹脂４２と被めっき物４７，４８を剥離した。剥離後のめ
っき部４７，４８は、ＳｉＣで作製した３００ｎｍピッチで線幅１００ｎｍ幅、深さ１０
０ｎｍの構造と同等の構造となっており、本構造体はナノインプリントのモールドとして
使用可能である。
　以下に本発明の実施態様を示す。
　本発明は、無電解めっき反応の触媒を含む樹脂に構造体を圧着し剥離して該樹脂に該構
造体の構造を転写する工程と、該構造の転写された樹脂にめっきを行いめっき物を形成す
る工程と、該めっき物と該樹脂を分離する工程とを有することを特徴とする構造体の製造
方法である。
　前記無電解反応の触媒を含む樹脂の表面の少なくとも一部に、触媒を含有しない樹脂層
を形成した後、該樹脂に構造体の構造を転写することが好ましい。
　前記触媒の主成分がイオンであり、樹脂に構造体を圧着した後からめっきを行なう間に
イオンを還元させて金属とすることが好ましい。
　前記無電解めっき反応の触媒が樹脂の表面に設けられ、該触媒面に構造体を圧着し剥離
して該樹脂に該構造体の構造を転写することが好ましい。
　前記触媒の主要元素がＰｄであることが好ましい。
　また、本発明は、無電解めっき反応の触媒となる金属より析出電位が卑な元素を含む樹
脂に構造体を圧着し剥離して該樹脂に該構造体の構造を転写する工程と、該樹脂を無電解
めっきの触媒となる金属イオンを含む溶液に浸漬し、触媒を該樹脂表面に析出させる工程
と、該構造の転写された樹脂にめっきを行いめっき物を形成する工程と、該めっき物と該
樹脂を分離する工程とを有することを特徴とする構造体の製造方法である。
　前記無電解めっき反応の触媒となる金属より析出電位が卑な元素を含む樹脂表面に、該
元素を含有しない樹脂層を形成した後、該樹脂に構造体の構造を転写することが好ましい
。
　前記無電解めっき反応の触媒となる金属より析出電位が卑な元素がイオンであり、樹脂
に構造体を圧着した後からめっきを行なう間にイオンを還元させて金属とすることが好ま
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しい。
　前記無電解めっき反応の触媒となる金属より析出電位が卑な元素が樹脂の表面に設けら
れ、該卑な元素面に構造体を圧着し剥離して該樹脂に該構造体の構造を転写することが好
ましい。
　さらに、本発明は、上記の構造体の製造方法により作製され、めっき物がニッケル及び
ニッケル合金であるナノインプリント用モールドである。
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